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「松原ダム災害時における応急対策業務（土木、建築）に関する協定」についての公募 

（協定締結説明書を兼ねる） 
 

標記について協定締結希望者を公募いたしますので、参加を希望される方は下記により申
請してください。 

なお、本協定締結の公募は、工事発注ではありませんので、入札は行いません。 
 
令和７年 ３月 ６日 

独立行政法人水資源機構 
筑後川上流総合管理所 仲道 貴士 

 
１.協定の概要                           
（１）協定名  松原ダム災害時における応急対策業務（土木、建築）に関する協定 
 
（２）対象区間 松原ダム管理区間 

【松原－１】  93k400の左右岸 ～ 95k600の左右岸 

【松原－２】  95k600 ～ 1k800（津江川）の左右岸 

        95k600 ～ 96k100（杖立大橋）の左右岸 

【松原－３】  96k100（杖立大橋）～ 97/600（岩戸公園）の左右岩 

【松原－４】  97/600（岩戸公園）～左右岸99k200（杖立両国橋）の左右岸 

【松原－５】  99k200（杖立両国橋）～ 100k700（管理区間末端）の左右岸 
【松原－６】  1k800（津江川） ～ 3k800（下筌ダム迄）の左右岸 

 
（３）協定の内容等 協定の有効期間：令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

別添の協定書（案）を参照。 
 

２.参加資格 
次に掲げる条件を満たしている者であること。 

（１）以下の各号に該当しない者であること。 
① 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者 
 
② 独立行政法人水資源機構（以下「機構」という。）が発注した工事の請負契約に

おいて、本公示の日から過去２年以内に次の(A)から(G)までのいずれかに該当する
事実があると認められる者 
(A) 契約の履行に当たり、故意に工事を粗雑にした事実 
(B) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得

るために連合した事実 
(C) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた事実 
(D) 監督又は検査の実施に当たり、役員又は職員の職務の執行を妨げた事実 
(E) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった事実 
(F)  受注者の責めに帰すべき事由により契約解除をした事実 
(G) (A)から(F)までのいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を契

約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した事実 
 

③  機構と締結した請負契約に基づく賠償金、損害金、違約金又はこれらの遅延利息
を支払っていない者 

 
④ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号。以下同じ。）に基づく会社更生手続開

始若しくは民事再生法（平成１１年法律第２２５号。以下同じ。）に基づく再生手
続開始がなされ一般競争（指名競争）参加資格の再審査に係る認定を受けていない
者又は手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があ
り、経営状態が著しく不健全であると認められる者 

 
⑤ 一般競争（指名競争）参加資格審査申請書（建設工事）若しくは添付書類中の重

要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者 
 
⑥ 営業に関し法律上必要とされる資格を有しない者             
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（２）機構における令和５・６年度一般競争（指名競争）参加資格業者のうち「土木一式
工事」、「その他の工事」、「建築一式工事」のいずれかの認定を受けていること。
ただし、本公示時点で一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていない者につい
ても、協定参加資格確認申請書等を提出することができるが、本公示の受付締切日時
において、一般競争（指名競争）参加資格の申請を行っていること。 

 
（３）会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づ

く再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、機構にお
ける令和５・６年度一般競争（指名競争）参加資格の再審査に係る再認定を受けてい
ること。 

 
（４）別添協定書（案）第２条における協力要請時の活動を統括的に管理するものとし

て、次に掲げる基準を満たす技術者を保有していること。 
① 建設業法（昭和２４年法律第１００条）第２条で規定された土木工事資格（「建

設業法第７条第２号イ、ロ又はハ（建設業法施行規則第７条の３第１号又は第２
号）に該当する者」をいう。以下同じ。）を有する者 

 
② 建設業法（昭和２４年法律第１００条）第２条で規定された建築工事資格（「建

設業法第７条第２号イ、ロ又はハ（建設業法施行規則第７条の３第１号又は第２
号）に該当する者」をいう。以下同じ。）を有する者 

 
（５）協定参加資格確認申請書（以下、確認申請書という。）の提出期限の日から協定締

結日までの期間に、機構から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領に基づき、筑
後川水系関連区域において指名停止を受けていないこと。 

 
（６）機構が発注した工事のうち、令和４年１月１日から令和５年１２月３１日までの２

年間に元請けとして完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工種
「土木一式工事」、「その他の工事」、「建築一式工事」のいずれかに係る工事成績
評定表の評定点の年平均が２年連続で６５点未満でないこと。 

 
（７）建設業法に基づく本店、支店又は営業所が大分県日田市又は熊本県小国町に所在す

ること。 
 
（８）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるもの

として、機構発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこ
と。 

 
３.協定締結者の決定方法  
 協定の締結は、２．に掲げる参加資格を満たしている者と行います。 

 
４.担当窓口 

〒８３８－００１２ 福岡県朝倉市江川１６６０－６７ 
独立行政法人水資源機構 筑後川上流総合管理所 鍋坂 

電話０９４６－２５－０１１３ ＦＡＸ０９４６－２５－０１１３ 
本件に係る問い合わせは、９時００分～１６時３０分（土曜日、日曜日及び祝日並び

に１２時～１３時までを除く）まで。 
   
 ５.協定参加資格の確認等 

（１）確認申請書の作成 
協定の締結を希望される方は、下記資料を作成し提出願います。 
① 協定参加資格確認申請書 
② 資格を有する技術者数 

 
（２）確認申請書の提出 

確認申請書については、以下のとおり提出願います。 
① 提出方法：確認申請書の提出は、持参又は郵送とします。 
② 受付期間：令和７年３月６日（木）から令和７年３月１９日（水）までの休日を除

く毎日、９時００分から１６時３０分（１２時００分から１３時００分は除く）と
する。 

③ 提 出 先：４．に同じ。 
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（３）その他 

① 提出された確認申請書は、本協定締結の参加資格確認以外に無断で使用しませ
ん。 

② 提出された確認申請書は返却しません。 
③ 確認申請書の提出にかかる費用は、提出者の負担とします。 

 
６.協定締結者等への通知  
（１）協定締結者へは書面をもって、令和７年３月２６日（水）までに通知します。 
（２）確認申請書を提出した者のうち、協定締結者として選定しなかった者に対しては、

選定しなかった旨とその理由（非選定理由）について、令和７年３月２６日（水）ま
でに書面をもって筑後川上流総合管理所長から通知します。 

（３）機構の都合により、（１）及び（２）の通知を延期する場合があります。この場合
には、確認申請書を提出した者に対し、事前に連絡します。 

 
７.その他  

本協定の締結は、独立行政法人水資源機構が実施する総合評価落札方式に係る評価項
目のうち「企業の信頼性・社会性」について評価の対象となり、「地域貢献度」につい
ての評価点を付与される場合があります。 

 
 

以上 
 

  


